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日時：令和７年 11 月 26 日（水）15 時 

場所：横浜水道会館 大会議室 

次 第 

 １ 開会 

 ２ 挨拶 

保土ケ谷区制 100 周年事業実行委員会会長 金子 久夫 

保土ケ谷区長 神部 浩 

 ３ 議題 

（１）保土ケ谷区制 100 周年記念事業名称使用について

（２）実行委員会が実施する記念事業について

（３）実行委員会委員の新規就任について

４ 報告事項 

（１）保土ケ谷区制 100 周年活動団体補助金

（２）保土ケ谷区制 100 周年記念誌

（３）保土ケ谷区公式マスコットキャラクター

（４）保土ケ谷区制 100 周年ロゴマーク

（５）ほどがやの百選事業

５ その他 

区役所で実施している 100 周年関連事業について 

（資料１）P.１ 

（資料２）P.10 

（資料３）P.11 

（資料４）P.12 

（資料５）P.15 

（資料６）P.18 

（資料７）P.24 

（資料８）P.26 

（資料９）P.29 

【事務局】 

保土ケ谷区制 100 周年事業実行委員会事務局 

（保土ケ谷区役所地域振興課） 

TEL：045-334-6307 FAX：045-332-7409 

Mail：ho-chiiki@city.yokohama.lg.jp 
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現段階で想定されている令和９年度事業をお伝えします。 

〇 活動団体補助金を活用した 100 周年記念事業 

〇 名称使用（冠事業）による 100 周年記念事業 

〇 ほどがやの百選 

デジタルマップや保土ケ谷の逸品の冊子発行（R９.２月）での周知 

花フェスや区民まつり等での「保土ケ谷の逸品」ブース出店 

〇 花フェスタ （5 月中旬・星川中央公園） 

100 周年を記念したステージイベント等 

〇 式典 （10 月上旬 公会堂） 

式典委員会を設置し、内容を検討 

第一部 式典、功労者表彰、タイムカプセル、ビデオメッセージ等 

第二部 ステージイベント等

〇 祝祭コンサート （10 月中旬 みなとみらいホール） 

公募で募った区民合唱団による「第九」と「交響詩保土ヶ谷」等の合唱 

〇 区民まつり （10 月下旬 県立保土ケ谷公園） 

100 周年を記念したステージイベント等 

〇 記念誌の発行 （10 月） 

  区民から写真やエピソードを収集する。また、未来の保土ケ谷について、子どもた

ちからメッセージを収集し、記念誌を発行。その後も記念誌を活用した事業を展開 

〇 100 周年記念パレード （11 月） 

イコット広場から星川中央公園（仮）まで、区民参加型のパレードを実施

 併せてゴールに賑わいイベントを検討 

その他検討中のもの 

〇 TV 番組等とのコラボ （出張なんでも鑑定団、アド街ック天国等） 

〇 タレント等による年間を通じたアンバサダー活動等 

（区にゆかりのある著名人によるイベントへの参加や広報活動） 

保土ケ谷区マスコット 

ほどぴー 
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保土ケ谷区制 100周年事業実行委員会 委員の就任について 

保土ケ谷区制 100周年実行委員会規約第４条に基づき、100周年実行委員として新た

に次の方にご就任いただきます。 

１ 就任予定委員 

昭和建設株式会社 

代表取締役 工藤 圭亮 氏 

２ 理由 

保土ケ谷区と昭和建設株式会社は、「災害時等におけるドローンを活用した活動支

援に関する協定書」を締結しており、相互に協力関係にあります。また、同社は保土

ケ谷区制 100周年に係る取組に賛同しているため。

【保土ケ谷区制 100周年実行委員会規約 抜粋】 

（目的） 

第２条 令和９年に保土ケ谷区が区制 100 周年を迎えるに当たり、区民が揃って祝うこ

とができる周年事業（以下「周年事業」という。）を実施するため、実行委員会を設置

する。 

～第３条省略～ 

（委員） 

第４条 実行委員会の委員は、第２条の趣旨に賛同する区内の団体及び関係企業とする。 
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保土ケ谷区公式マスコットキャラクターについて 

１ デザインの利用について 

保土ケ谷区公式マスコットキャラクター「ほどぴー」は、令和7年1月にデザインを発

表し、同年5月に名前を公表して本格運用を開始しました。 

令和7年11月18日（火）には、新たに追加したデザインパターンを区ホームページ

にて公表しています（別紙参照）。 

本キャラクターのデザインは、区の広報活動や行政啓発に活用しているほか、地域

の皆様にもご利用いただけます。 

ご利用にあたっては、ホームページ掲載の「デザイン等使用取扱要綱」およびガイド

ラインをご確認ください。なお、営利目的での使用や物品の製作等については、申請

が必要となる場合がありますのでご注意ください。

◆「ほどぴー」マスコットデザイン等使用取扱要綱及びガイドライン 詳細
https://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/shokai/kanrenjigyo100/mascot.html

【参考】マスコットキャラクター決定までの経緯 

期間 内容 総数 

令和６年６月28日（金）～９月２日（月） デザイン公募 362作品 

９月24日（火）～10月31日（木） デザイン投票（５作品） 1,486票 

令和7年1月11日（土）  区賀詞交換会 デザイン発表 － 

１月14日（火）～２月20日（木） 名前募集 1,186候補名 

３月17日（月）～４月27日（日） 名前投票（６候補名） 2,306票 

  5月18日（日） ほどがや花フェスタ 名前発表 － 

２ 着ぐるみについて 

令和 7 年 10 月 25 日（土）開催の「ほどがや区民まつり」において、公式マスコッ

トキャラクター「ほどぴー」の着ぐるみを初披露しました。オープニングセレモニーで

は、初音丘幼稚園の園児とともに「がやっこ体操」を披露し、多くの来場者に親しま

れました。今後は、区のイベントを中心にさまざまな場面で登場し、保土ケ谷区の魅

力を発信しながら、100 周年を盛り上げていく予定です。
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【参考】 これまでに公表しているパターン 

菅笠を取ったもの おじぎをしているもの 

菅笠を左手に持ち、 

右手を挙げているもの 

座っているもの 両手を挙げて喜んでいる

様子のもの 

歩いているもの 
歩いているもの 

（斜めバージョン） 

基本形 
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【追加した新パターン】 

正面の顔のみ（傘あり・なし） 

座って読書をしているもの カメラを片手に持って

いるもの 

笑顔で応援をしているもの 

空を見上げて考えて

いるもの 

両手でハートを抱きしめて

いるもの 
野菜を抱えているもの 驚き、退いているもの 

目を閉じ、横になって 

寝ているもの 
割烹着を着て、調理道具を

持っているもの 

片手をあげて歩いている

もの 

花をいっぱい纏ったもの 

看板を持って 

立っているもの 
両手を挙げて立って

いるもの 
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別表１ 印刷物またはインターネット上の表示 

保土ケ谷区へ

事前連絡 

使用申請 

提出 

見本品 

提出・監修 

完成品 

提出 

1 非販売目的で使用 

（1）非営利目的で使用 

（ア）個人 

 

不要 不要 不要 不要 

（イ）保土ケ谷区役所 

（ウ）保土ケ谷区以外の横浜市区局 

（エ）学校等が教育目的で使用 

（オ）横浜市が出資・出捐している団

体 

（カ）地方公共団体、国 

（キ）横浜市指定管理者による指定

管理に関連する業務 

（ク）横浜市区局が後援・共催名義の

使用を承諾している事業 

（ケ）報道機関が報道・広報の目的で

使用 

（コ）横浜市内の自治会、町内会、商

店街、ショッピングセンターのテナン

ト会、企業団体、商工会議所等 

（サ）上記以外の場合 

（2）営利目的で使用 
要協議 

※R8年度～使

用開始見込み

必要 必要 必要 

2 販売目的で使用 

別紙
「保土ケ谷区公式マスコットキャラクターデザイン等使用取扱要綱」から抜粋 
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別表２ その他の物品等 
 

※１ 保土ケ谷区区政推進課広報相談係にメールにてご連絡ください。 

  （メールアドレス ho-koho@city.yokohama.lg.jp） 

  

 保土ケ谷区へ

事前連絡 

使用申請 

書提出 

見本品 

提出・監修 

完成品 

提出 

1 非販売目的で使用 

 （1）非営利目的で使用 

 （ア）個人 

不要 

不要 

不要 不要 
（イ）保土ケ谷区役所 

（ウ）保土ケ谷区以外の横浜市区局 

（エ）学校等が教育目的で使用 

（オ）横浜市が出資・出捐している団

体 

必要 
※１ 

必要 必要 

（カ）地方公共団体、国 

（キ）横浜市指定管理者による指定

管理に関連する業務 

（ク）横浜市区局が後援・共催名義の

使用を承諾している事業 

（ケ）報道機関が報道・広報の目的で

使用 

（コ）横浜市内の自治会、町内会、

商店街、ショッピングセンターのテ

ナント会、企業団体、商工会議所等 

（サ）上記以外の場合 

必要 

（2）営利目的で使用  

要協議 
※１ 

 

※R8年度～使

用開始見込み 

 

2 販売目的で使用 
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保土ケ谷区公式マスコットキャラクターデザイン等使用申請書 

 

年  月  日 

保土ケ谷区長 

＜申請者＞ 

住所 

団体等の名称代表者氏名 

 

保土ケ谷区公式マスコットキャラクターデザイン等使用取扱要綱（以下「要綱」とい

う。）に同意し、次のとおり申請します。また、要綱第 12 条の使用禁止及び承認の

解除のいずれかに該当すると認められた場合、又は第 13 条の遵守事項のいずれかに違反

した場合は、直ちに是正または使用を中止することを誓約します。 

 

使用対象物品名・ 

サービス名・商品名 

 

使用目的 □ 非販売目的かつ非営利目的 □ 非販売目的かつ営利目的 

□ 販売目的かつ非営利目的 □ 販売目的かつ営利目的 

（具体的内容） 

使用画像 ポーズ番号： 

色数：□ 4 色 □ １色 □ 線画 

データ形式：□ ai □ png □ pdf 
使用期間 年 月 日～ 年 月 日 

製造個数  

担当者連絡先 所属： 

氏名： 

電話： FAX: 
E-mail： 

 

＜添付書類＞ 

（１）企画書（レイアウト、設計図等、使用方法がわかるもの） 

（２）その他要綱第５条に定める書類 
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保土ケ谷区制 100 周年ロゴマークについて 

保土ケ谷区制 100 周年を記念するロゴマークを制定し、令和 7 年 10 月 25 日

（土）に開催された「ほどがや区民まつり」にて発表しました。 

このロゴマークは、国立大学法人横浜国立大学と保土ケ谷区との連携協力協定に

基づき、教育学部の伊東一誉助教と学生の皆様によってデザイン候補案が制作され

ました。最終的なデザインは、実行委員会役員会にて選定されたものです。 

 

 

 

 

 

今後は、広報物や区公式 SNS などで積極的に活用していく予定です。また、地域

の皆様にも申請によりご利用いただけます。地域全体で 100 周年に向けた機運を盛

り上げてまいります。 

なお、地域活動等でロゴマークをお使いいただく場合は、申請が必要です。

詳細は、ホームページ掲載の「利用取扱要綱」および利用マニュアルをご参照

ください。 

◆保土ケ谷区制100周年ロゴマーク 利用取扱要綱及び利用マニュアル

https://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/shokai/kanrenjigyo100/100th_logo.html

【制作した学生のコメント】 

ロゴマークは、「自然」「歴史」「親しみやすさ」をテーマに制作しました。

・区の花であるすみれや、豊かな緑を 100 の数字に組み込み、自然あふれる保土ヶ谷の魅力

を表現しています。

・中央には、区のマスコットキャラクター「ほどぴー」を配置。両手を広げた姿は、区民や訪れる

人々を温かく迎え入れ、未来へ羽ばたいていく様子を象徴しています。

・全体を円で囲むことで、「人と人のつながり」や「地域の一体感」を表しています。

決定したロゴマーク 

【今後の活用について】 

ロゴマーク発表の様子

（中央２名はデザイン制作に携わった横浜国立大の学生） 
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様式第１号（第５条第１項） 

保土ケ谷区制１００周年ロゴマーク 利用承認申請書 

令和  年  月  日  

横浜市長 

＜申請者＞ 

（住所又は所在地） 

（団体の名称・代表者職氏名）                

（電話番号） 

 

保土ケ谷区制100周年ロゴマーク利用取扱要綱（以下、「要綱」という。）に同意し、次の通

り利用を申請します。なお、利用に際しては利用条件等を遵守することを誓約します。 

 

利用を希望する 

ロゴマークの名称 
保土ケ谷区制100周年ロゴマーク 

利用目的 

（該当するものに☑をすること。複数可。）  

□看板類        □広報・印刷物 

□WEB・映像       □商品等（          ） 

□その他（                      ） 

利用方法 

・利用対象物 

※事業名称や形態など、ロゴマークをどう利用するかが分かるようにお書きくださ

い（資料添付でも可）。 

 

 

 

 

 

利用希望期間 令和  年  月  日 から 令和  年  月  日まで 

担当者連絡先 

所属： 

氏名： 

電話：         FAX： 

Eメールアドレス： 

特記事項  
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